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（
文
教
科
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委
員
会
）

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
施
策
を
よ
り
合
理
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
公
立
の
小

学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
任
命
権
者
等
に
よ
る
研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
並
び
に
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
導
及
び
助

言
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、
普
通
免
許
状
及
び
特
別
免
許
状
の
更
新
制
を
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
任
命
権
者
は
、
当
該
校
長
及
び
教
員
ご
と
に
、
研
修
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
修
等
に
関
す
る
記
録
に
は
、
当
該
校
長
及
び
教
員
が
受
講
し
た
研
修
実
施
者
が
実
施
す
る
研
修
に

関
す
る
事
項
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
指
導
助
言
者
は
、
当
該
校
長
及
び
教
員
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
研
修
、
認
定
講
習

等
そ
の
他
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
機
会
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
又
は
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
を
行
う

も
の
と
す
る
。
指
導
助
言
者
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
校
長
及
び
教
員
に
係
る
指
標
及
び
教
員
研
修
計
画



二

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
当
該
校
長
及
び
教
員
の
研
修
等
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
普
通
免
許
状
及
び
特
別
免
許
状
を
有
効
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
と
し
、
更
新
制
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

四
、
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
（
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
大
学
が
設
置
す
る
修
業
年

限
を
一
年
と
す
る
課
程
に
つ
い
て
、
そ
の
修
業
年
限
を
一
年
以
上
と
す
る
。

五
、
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
教
育
職
員
免
許
法
別
表
第
八
に
よ
り
他
の
学
校
種
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
必
要
な
最
低
在
職
年
数
に
つ
い
て
、
当
該
年
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
勤
務
経
験
の
対
象
に
、
授
与
を
受
け
よ

う
と
す
る
免
許
状
に
係
る
学
校
及
び
学
校
以
外
の
教
育
施
設
の
う
ち
こ
れ
ら
の
学
校
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
も
の
を
追
加
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
な
お
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
普
通
免
許
状
及
び
特
別
免
許
状
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
教
育
職

員
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
、
有
効
期
間
の
定

め
が
な
い
も
の
と
す
る
。


